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この公報は、再生紙を使用しております。

◇投票時間　午前７時から午後８時まで
　　　　　　ただし、松丘保養園は午後７時まで

◇期日前投票
　投票日当日に用事があるなどの理由で投票所へ行けない見込みのかたは、期日前投票
をして棄権しないようにしましょう。
　●期　　　間　１０月２６日（月）～１０月３１日（土）
　●場所・時間　①アウガ６階会議室　　　　　　　　　 ８ ：３０～２０：００
　　　　　　　　②青森市役所浪岡庁舎２階中会議室　　 ８ ：３０～２０：００
　　　　　　　　③イオン青森店３階会議室（サンロード青森南側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～２０：００

◇新型コロナウイルス感染症対策について
　選挙管理委員会では、有権者の皆さんが安心して投票できるよう、投票所内での感
染・まん延防止に取り組んだ上で選挙を実施します。投票所の混雑緩和のため、期日前
投票のご利用もお願いします。

・投票所、期日前投票所の入り口にアルコール消

毒液を設置します。

・投票管理者、投票立会人、投票所スタッフはマ

スク及びフェイスシールドを着用します。

・投票所内は定期的に換気を行います。

・希望する投票者には使い捨て手袋を配布します。

・投票記載台、鉛筆など不特定多数のかたが触れ

る箇所は、定期的に消毒を実施します。

・来場の際はマスクの着用をお願いします。

・来場前、帰宅後の手洗いをお願いします。

・投票所では、有権者が持参した鉛筆を使用する

ことができます。※

・周りのかたとの距離を保つようにお願いします。

※投票用紙は原材料にプラスチックを使用してい

るため、鉛筆（シャープペンシル）の使用を推

奨しています。ボールペンを使用することも可

能ですが、インクがにじむ可能性がありますの

で推奨しません。

有権者の皆さんにお願いする事項選挙管理委員会が実施する感染症対策
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